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軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度

　

障
が
い
の
あ
る
人
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
に
対
し
、
軽
自
動
車
税
を

減
免
す
る
制
度
で
す
。
新
規
申
請
と
継
続
申
請
で
は
、
必
要
書
類
や

提
出
す
る
先
が
異
な
り
ま
す
。

国
保　
特
別
会
計
へ
５
千
万
円
を
繰
入

新
規
申
請

必
要
書
類

①
身
体
障
害
者
手
帳

　

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
１
級
）

　

療
育
手
帳
（
Ａ
、Ａ
）

　

戦
傷
病
者
手
帳　
　
　
　
　

の
い
ず
れ
か

②
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書　

③
印
鑑　

④
運
転
す
る
人
の
運
転
免
許
証　

⑤
車
検
証

（
④
、⑤
は
コ
ピ
ー
可
）　

⑥
本
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
か
通
知
カ
ー
ド

提
出
先

　

税
務
課
（
郵
送
不
可
）

注
意
事
項

●
対
象
は
１
人
当
た
り
１
台

●
自
動
車
税
（
県
税
）
の
減
免
を
受
け
て
い

　

る
場
合
、
こ
の
減
免
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

●
18
歳
以
上
の
身
体
障
が
い
者
は
、
本
人
名

　

義
の
車
両
で
な
け
れ
ば
減
免
は
受
け
ら
れ

　

ま
せ
ん
。（
18
歳
未
満
の
身
体
障
が
い
者
や

　

知
的
・
精
神
障
が
い
者
は
、
同
一
生
計
家

　

族
名
義
で
あ
れ
ば
受
け
ら
れ
ま
す
）

●
障
が
い
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
減
免
さ
れ

　

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

継
続
申
請

必
要
書
類

① 

現
状
報
告
書
（
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書

　

に
同
封
）

　

現
状
報
告
書
の
内
容
を
確
認
し
、
必
要
事

項
を
必
ず
記
載
の
上
、
押
印
し
て
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

提
出
先

　

税
務
課
、
市
民
課
ま
た
は
各
支
所
窓
口

　
（
郵
送
可
・
締
切
日
消
印
有
効
）

申
請
内
容
に
変
更
が
あ
る
場
合

必
要
書
類

①
現
状
報
告
書

②
変
更
に
つ
い
て
の
書
類
の
コ
ピ
ー
な
ど

提
出
先

　

税
務
課
（
郵
送
不
可
）

総
務
部
税
務
課

２6
℡　

-

１
２
２
９

【
問
合
先
】
市
民
部
保
健
課

２6
℡　

-

１
２
１
６

総
務
部
税
務
課

申
込
期
限

申
請
期
間
を
過
ぎ
る
と
減
免
で
き
ま
せ
ん
。
（水）

　

減
少
が
止
ま
ら
な
い
被
保
険
者
数
と
そ
れ

に
伴
う
国
保
税
収
納
額
は
大
幅
に
減
少
（
図

１
）
し
て
い
ま
す
。

　

逆
に
医
療
費
総
額
は
年
齢
が
進
む
に
つ

れ
、ま
た
年
を
追
う
ご
と
に
増
加
傾
向
が
（
図

２
）
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

平
成
20
年
度
は
単
年
度
で
黒
字
決
算
で
し

た
。

　

平
成
21
年
度
か
ら
は
毎
年
赤
字
が
発
生

（ 

図
３
）
し
、
平
成
25
年
度
か
ら
は
貯
金
に

あ
た
る
財
政
調
整
基
金
の
取
り
崩
し
を
し
な

が
ら
収
支
改
善
を
図
っ
て
き
ま
し
た
が
、
基

金
が
予
想
以
上
に
早
く
底
を
尽
き
ま
し
た
。

　

約
９
年
間
税
率
改
定
を
行
わ
ず
、
県
下
で

も
非
常
に
低
い
国
保
税
率
で
全
国
水
準
の
医

療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
努
め
て
き
ま
し
た

が
、
こ
の
ま
ま
で
は
国
保
の
存
続
が
厳
し
い

状
況
と
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
法
律
上
、
国
保
制
度
を
破
た
ん

さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
急
激
な
国
保
税

の
負
担
増
も
困
難
な
こ
と
か
ら
、
当
面
の
措

置
と
し
て
平
成
29
年
度
で
は
当
初
予
算
に
お

い
て
一
般
会
計
よ
り
赤
字
補
て
ん
分
と
し
て

約
５
千
万
円
を
繰
り
入
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

　

平
成
29
年
度
中
に
は
今
後
の
財
政
運
営
に

つ
い
て
、
受
益
者
で
あ
る
被
保
険
者
の
『
負

担
増
』
を
踏
ま
え
た
検
討
を
行
い
ま
す
。

※
１

※

１　

国
保
と
は
国
民
健
康
保
険
の
こ
と

（図１）国保税の減収状況（単位：千円）

（図2）年度別医療費総額の年齢区分別推移（単位：千円）

（図3）単年度別　会計収支の状況（単位：千円）
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